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議案第１３９号 

 

川崎市心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成１９年１１月２６日提出 

川崎市長  阿 部 孝 夫 

 

川崎市心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例 

川崎市心身障害者扶養共済条例（昭和４７年川崎市条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

第１５条第２項及び第３項中「２０，０００円」を「５０，０００円」に、

「５０，０００円」を「１２５，０００円」に、「１００，０００円」を「２

５０，０００円」に改める。 

第１５条の２第２項及び第３項中「３０，０００円」を「７５，０００円」

に、「５０，０００円」を「１２５，０００円」に、「１００，０００円」を

「２５０，０００円」に改める。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第７条関係） 

加入者となったとき又は口

数追加の承認を受けたとき

の年齢区分 

掛金月額 

３５歳未満の者 

 

３５歳以上４０歳未満の者 

 

４０歳以上４５歳未満の者 

９，３００円

１１，４００円

１４，３００円
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４５歳以上５０歳未満の者 

 

５０歳以上５５歳未満の者 

 

５５歳以上６０歳未満の者 

 

６０歳以上６５歳未満の者 

１７，３００円

１８，８００円

２０，７００円

２３，３００円

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （特例措置等） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、川崎市

心身障害者扶養共済制度（以下「共済制度」という。）の加入の承認を受け

ている者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入の

承認を受けている者で施行日以後に改正後の条例（以下「新条例」という。）

第４条第２項の規定による共済制度の加入の承認を受けたもの（以下「旧加

入者」という。）（新条例第１８条第１項第２号ただし書に該当するものを除

く。）で、昭和６１年３月３１日において加入の承認を受けているもの（昭

和５４年１０月１日以後に加入の承認を受けた者（以下「加入者」という。）

で、その加入時の年齢が４５歳以上であったものを除く。）に係る掛金につ

いては、新条例第７条第１項本文の規定にかかわらず、昭和６１年４月１日

現在における年齢に応じ附則別表第１に定める掛金とする。 

３ 前項の規定の適用を受ける者については、新条例第７条第１項ただし書の

規定にかかわらず、６５歳以上で、かつ、共済制度に継続して加入している

期間が２５年を超えている場合に限り、６５歳に達した日以後最初に到来す

る加入の承認を受けた日の年単位の応答日の属する月から掛金を納付するこ

とを要しない。この場合において、期間の算定については、同条第３項の規

定を準用する。 
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４ 施行日の前日において、旧加入者で次の各号に掲げるものに係る掛金につ

いては、新条例第７条第１項本文及び第２項本文の規定にかかわらず、当該

各号による。 

(1) 昭和６１年４月１日以後に加入者となった者（新条例第１８条第１項第

２号ただし書に該当する者を除く。）のうち、加入者となったときの年齢

が４５歳未満であった者 加入時における年齢に応じ附則別表第２に定め

る掛金 

(2) 昭和５４年１０月１日以後に加入者となった者（新条例第１８条第１項

第２号ただし書に該当する者を除く。）のうち、加入者となったときの年

齢が４５歳以上であった者 加入時における年齢に応じ附則別表第２に定

める掛金 

(3) 口数追加加入者（新条例第７条第２項に規定する口数追加加入者をいう。

以下同じ。） 口数追加の承認を受けたときの年齢に応じ附則別表第２に

定める掛金 

５ 旧加入者の施行日以後の心身障害者の死亡に係る弔慰金についての新条例

第１５条第２項及び第３項の規定の適用については、これらの規定中「５０，

０００円」とあるのは「３０，０００円」と、「１２５，０００円」とある

のは「７５，０００円」と、「２５０，０００円」とあるのは「１５０，０

００円」とする。 

６ 旧加入者の施行日以後の申出に係る脱退一時金についての新条例第１５条

の２第２項及び第３項の規定の適用については、これらの規定中「７５，０

００円」とあるのは「４５，０００円」と、「１２５，０００円」とあるの

は「７５，０００円」と、「２５０，０００円」とあるのは「１５０，００

０円」とする。 

 （経過措置） 
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７ 施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びに加入者の脱退の申出及び

口数追加加入者の口数の減少の申出に係る脱退一時金の額については、なお

従前の例による。 

 （川崎市心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例の一部改正） 

８ 川崎市心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例（平成７年川崎市条

例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 附則別表第１中「平成１２年４月１日以降」を「平成１２年４月１日から

平成２０年３月３１日まで」に改める。 

附則別表第１（附則第２項関係） 

昭和６１年４月１日現在における年齢区分 掛金月額 

３５歳未満の者 

 

３５歳以上４０歳未満の者 

 

４０歳以上４５歳未満の者 

 

４５歳以上の者 

５，６００円 

 

６，９００円 

 

８，７００円 

 

１０，６００円 

附則別表第２（附則第４項関係） 

加入者となったとき又は口数追加の承認を

受けたときの年齢区分 
掛金月額 

３５歳未満の者 

 

３５歳以上４０歳未満の者 

 

４０歳以上４５歳未満の者 

 

４５歳以上５０歳未満の者 

 

５０歳以上５５歳未満の者 

 

５５歳以上６０歳未満の者 

 

６０歳以上６５歳未満の者 

５，６００円 

 

６，９００円 

 

８，７００円 

 

１０，６００円 

 

１１，６００円 

 

１２，８００円 

 

１４，５００円 
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参考資料 

 

制 定 要 旨  

 

掛金の額並びに弔慰金及び脱退一時金の額の改定を行うため、この条例を制

定するものである。 
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